
｢野生きのこ｣に係る緊急情報 
 

 
 
 
 
 
 
村民の皆様におかれましては、新聞報道等でご存知のことと思いますが、放射性物質を吸収し

やすい性質を持つ「野生きのこ」について、県内の他自治体において国の暫定規制値を大きく超

える放射性物質が検出され、摂取・出荷制限が出されております。 

本村におきましては、これまで「野生きのこ」の発生初期に放射性物質のモニタリング検査を

実施（下記のモニタリング検査結果を参照ください。）しております。 

今後、検査の済んでいない本村産の「野生きのこ」については、安全性を確認した後に摂取・

出荷を実施（裏面に「野生きのこ」の分類があります。）することとしますので、ご理解いただ

くとともに下記によりご協力くださいますようお願いいたします。 

 

記 

◇「野生きのこ」を発見・採取した場合 

１ 村農林課に連絡し、摂取・出荷が可能か確認願います。 

  検査の実施の有無については、村ホームページから確認できますが、電話等で村農林課にお

気軽にお問い合わせください。 

２ 検査を実施していない場合には、村農林課が県と調整し実施に向け調整します。 

  検査は無料ですが、実施するには「野生きのこ」の量が３００ｇ以上必要になりますのでご

注意願います。 

３ 「野生きのこ」を県に提出した後、検査結果が判明するまで約３日程度要します。 

結果は新聞で必ず公表となりますのでご確認願います。 

 

 

◇本村においての「野生きのこ」のモニタリング検査結果（H23.9.16 現在） 

品 目 
検査体 

採取日 

検査結果（ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏） 備 考 

（採取地） ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 

ウスヒラタケ(腐生菌) ８月２５日 検出されず ２０ ２６ 猫魔スキー場周辺 

チチタケ(菌根菌) ８月２５日 検出されず ５５ １９０ 猫魔スキー場周辺 

シャカシメジ(菌根菌) ９月６日 検出されず 検出されず ８．８ 曽原地区周辺 

マツタケ(菌根菌) ９月７日 検出されず 検出されず ３８ 猫魔スキー場周辺 

原木ナメコ ９月８日 検出されず ６９ ７３ 大塩地区周辺 

※暫定規制値：ヨウ素[野菜類2,000 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏超]  セシウム（134 と 137 の合計）[野菜類 500 ﾍﾞｸﾚﾙ/㎏超] 

※H23.9.15 にマイタケ、ブナハリタケ、サクラシメジをモニタリング検査に提出しています。 
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